
2広報みたか　No.1454　2011.7.3※はがき、ファクス・電子メールによる申込は15面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

担当地区（東部） 担当委員 電話

頭
の
井

1丁目1番～15番
1丁目16番～31番

1丁目32番
2丁目1番～4番
3丁目1番～2番

2丁目5番～20番

2丁目21番、26番、34番
3丁目16番～17番
5丁目1番

2丁目22番～25番、27番～33
番
3丁目3番～15番
3丁目18番～35番
4丁目1番～5番、8番～26番
4丁目6番～7番
5丁目2番～7番､25番～28番
5丁目8番～24番

牟　
礼

1丁目1番 ～6番、8番 ～14番、
17～19番
2丁目18番

1丁目7番、15番～16番
2丁目1番～13番、16番～17番
2丁目14番～15番
3丁目1番～11番
4丁目1番～2番

4丁目3番～23番

5丁目
6丁目1番～9番、11番、13番
～18番

6丁目10番、23番（5号牟礼団
地5番館）、24番（29～30号）、
25番

6丁目12番､19番～23番（5号牟
礼団地5番館を除く）、24番（29
号～30号を除く）

7丁目
担当地区（南部） 担当委員 電話

新　
川

1丁目1番～10番、15番～16番
1丁目11番～14番
4丁目1番～14番
2丁目
3丁目
4丁目15番～24番
5丁目1番～5番、7番、18番

4丁目25番
5丁目6番
5丁目8番～15番
5丁目16番～17番
6丁目9番、11番～19番

6丁目1番～5番、26番～28番、
32番～36番

6丁目6番～8番、10番、20番
～25番、29番 ～31番、37番
～38番

北　
野

1丁目
2丁目
3丁目

4丁目

中　
原

1丁目1番～6番、24番、27番～
30番

1丁目7番～11番、13番～23番

担当地区（南部） 担当委員 電話

中　
原

1丁目12番
2丁目19番～25番
4丁目1番～3番、4番（16号～
30号）、14番～16番

1丁目25番～26番
2丁目1番～11番、13番～18番

2丁目12番
3丁目2番～9番
3丁目1番、10番、13番
3丁目11番～12番、14番
4丁目4番（1号～15号）、5番～
13番、21番～25番
4丁目17番～20番、26番～36番
担当地区（中部） 担当委員 電話

雀
連
下

1丁目1番～9番
1丁目12番～14番、22番～26
番、30番～31番

1丁目10番～11番、27番～29番
2丁目6番～7番

1丁目15番～21番、32番～35番
2丁目1番～5番、10番～12番
2丁目8番～9番、14番～26番
2丁目13番、27番～29番
3丁目1番～4番
3丁目6番～8番、13番～16番

3丁目11番～12番、17番～21
番、28番（20号 ～23号URビ
ルを除く）～30番

3丁目22番～27番、35番～36
番、44番～46番

3丁目28番（20号～23号URビ
ル）、31番～34番
3丁目37番～43番
3丁目5番、9番～10番
4丁目1番、3番～5番

4丁目9番～12番、15番

4丁目2番、6番～8番、13番～
14番
4丁目16番～22番
5丁目1番、6番～9番

5丁目2番～5番

6丁目1番～5番
6丁目6番～7番、9番～11番
6丁目8番、12番～19番
7丁目1番～2番、5番～6番
7丁目3番～4番、8番～10番、
12番
7丁目7番、11番、13～17番
8丁目
9丁目
担当地区（西部） 担当委員 電話

雀
連
上

1丁目1番～10番
1丁目11番～25番
2丁目1番～10番
2丁目11番～21番
3丁目
4丁目1番～14番
4丁目15番～27番
5丁目1番～13番、17番、19番、
21番、23番

5丁目14番～16番、18番、20番、
22番、24番～31番
6丁目1番～6番、9番～12番

担当地区 担当委員 電話

東部地区全域（井の頭・牟礼）

南部地区全域（新川・北野・中原）

中部地区全域（下連雀）

西部地区全域（上連雀・野崎・井口・
深大寺・大沢）

担当地区（西部） 担当委員 電話

雀
連
上

6丁目7番～8番、13番～33番
7丁目1番～7番、9番～12番、
19番～21番、33番

7丁目8番、13番～18番、22番
～32番

8丁目1番、9番、17番～19番、
27番
9丁目1番～2番、14番～15番、
22番～23番、36番～41番

8丁目2番～8番、10番～16番、
20番～22番

8丁目23番～26番
9丁目3番～13番、18番

9丁目16番～17番、19番～21番、
24番～35番、42番～43番

野　
崎

1丁目
2丁目
3丁目1番～20番
3丁目21番～29番
4丁目

井　
口

1丁目
2丁目
3丁目
4丁目1番～3番
5丁目
4丁目4番～13番
4丁目14番～21番

寺
大
深

1丁目1番～13番
1丁目14番～16番
3丁目1番～7番
2丁目1番～20番
2丁目21番～33番、43番～44番
2丁目34番～42番
3丁目8番～13番
3丁目14番～22番

大　
沢

1丁目1番、12番
2丁目1番～6番、21番

1丁目2番～4番、8番、10番～
11番、13番～16番

1丁目5番～7番、9番、17番～
18番
5丁目1番～4番

2丁目7番～17番
2丁目20番
5丁目5番～21番

2丁目18番～19番
6丁目
3丁目
4丁目1番～11番、14番～15番
4丁目12番～13番、16番～25番

●主任児童委員

お住まいの地域の民生・児童委員一覧
　市の民生・児童委員は、東部・南部・中部・西部の4つの活動地域に分か
れて活動しています。また、主任児童委員として8人が、児童福祉を専門に
担当しています。暮らしの中での心配ごとや困りごとは、お住まい地域の民
生・児童委員へお気軽にご相談ください。 地域福祉課☎内線2615

東京都民生委員・児童委員
キャラクター愛称募集中！
東
キ

くわしくは東京都民生児童委員連
合会ホームページ http://www.
tominjiren.com/をご覧ください。


